
 

部活動の地域展開に係る廿日市市の方針について（案） 

１　国の動向（ガイドライン（令和７年１２月文部科学省）） 
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２　廿日市市の部活動地域展開の状況と課題 
（1）本市の中学校部活動の設置数等 

 

（令和７年５月１日時点） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

　　 
 
 

 
 

 中学校名 生徒数 運動部数 文化部数

 廿日市市立廿日市中学校 ５７０ １０ ６

 廿日市市立七尾中学校 ３９７ ９ ４

 廿日市市立阿品台中学校 ３６１ １０ ２

 廿日市市立野坂中学校 ４２８ １０ ３

 廿日市市立四季が丘中学校 ２２７ ７ ２

 廿日市市立佐伯中学校 １３４ ６ ２

 廿日市市立吉和中学校 １２ ２ ０

 廿日市市立大野中学校 ３４８ １０ ３

 廿日市市立大野東中学校 ３７６ ９ ３

 廿日市市立宮島中学校 ５４ ２ ２



 

　（2）モデル事業等の実施状況等 
　　　●　平成２９（２０１７）年４月１日　学校教育法一部改正　部活動指導員法整備化 
  　ア　本市の部活動指導員の配置人数推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●　令和４年１２月　スポーツ庁が『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関す

る総合的なガイドライン』を作成。これにより学校部活動の地域展開に係る取り組みが全国

的に本格化 
 

　イ　本市の地域展開等に伴う実証実験 
 

 

 

 

 

 年度 学校数 配置部活動 計人数

 平成30年度 ４校 バスケットボール、ソフトテニス、剣道、卓球、軟式野球、 ７人

 
令和元年度 ６校

バスケットボール、ソフトテニス、剣道、卓球、軟式野球、

サッカー
９人

 
令和２年度 ７校

バスケットボール、ソフトテニス、剣道、卓球、軟式野球、

サッカー、バレーボール
12人

 令和３年度 ８校 バスケットボール、ソフトテニス、剣道、卓球、軟式野球 12人

 
令和４年度 ７校

バスケットボール、ソフトテニス、剣道、卓球、軟式野球、

アーチェリー
12人

 
令和５年度 ６校

バスケットボール、ソフトテニス、剣道、卓球、アーチェ

リー、美術部
11人

 
令和６年度 ７校

バスケットボール、ソフトテニス、剣道、卓球、アーチェ

リー、軟式野球、陸上競技
10人

 
令和７年度 ７校

バスケットボール、ソフトテニス、剣道、卓球、アーチェ

リー、陸上競技、バレーボール、茶道
12人

 
令和８年度 10校

バスケットボール、ソフトテニス、剣道、卓球、アーチ

ェリー、陸上競技、バレーボール、茶道、軟式野球
21人

 年度 パターン 種目等

 令和４年度 地域連携型 野球、吹奏楽

 
令和５年度 

　～７年度
地域連携型

既存の部活動に地域の指導員を配置し、教員の顧問は同席

しない形を模索（剣道（３校合同・２校合同）、女子バレー

ボール、卓球、ソフトテニス）

 
令和６年度 地域展開型 バドミントン、ダンス

 
令和７年度 地域展開型 バドミントン、e-Sports

 
令和８年度 地域展開型 バドミントン



 

　（3）アンケート調査やモデル事業、聞き取り調査から見えてきた課題や意見 
 

 
 
 
 
 

 対象 課題や意見

 児童・生徒 ・友達と一緒に楽しく活動したい 

・今の活動を継続したい 

・新しいことにチャレンジするのに不安がある 

・技術が上達したり上手になることにチャレンジしてみたい 

・興味のある種目にチャレンジしてみたい 

・地域の大人達が手伝ってくれるのはよいことだと思う 

・活動時間帯は今ぐらいがちょうどいい 

・今の部活動は一度入部すると辞めることが難しい

 保護者 ・地域クラブに展開することを知っているの保護者は６割程度 

・子どもが楽しく友達が増える活動にして欲しい 

・保護者の送迎や大会開催への負担は減らして欲しい 

・移動等に不安がある。 

・専門性のある指導をしてほしいい 

・費用負担するならば月額3,000円以内にして欲しい 

・地域の大人達が手伝ってくれるのはよいことだと思う

 教職員 ・勤務時間外となる部活動は負担と感じている 

・経験のない種目を指導する事に不安を感じている 

・専門家や地域の方に生徒を指導していただきたい 

・すでにある地域の団体に生徒の意思で参加するとよい 

・担当する教科に時間を費やしたい 

・生徒一人一人と向き合う時間が欲しい 

・兼職兼業についても不安がある 

・教職員自身のワークライフバランスを考えて欲しい 

・認定クラブと学校との連携はどうなるのだろうか

 団体等その他 ・部活動の地域展開がどのように進んでいくのかよくわからない 

・具体的なスケジュール等を示して欲しい 

・ハラスメントに対して不安を感じている 

・指導者等の人材が集まるのだろうか 

・継続的で安定的な活動とするためには公的支援が必要



 

３　地域展開の基本目標と基本方針 
　(1) 目標 

 

こどもたちの「やりたい」を応援するまちづくり 

～部活動の地域展開を通して生涯にわたってスポーツや文化芸術活動に親しむ環境をつくる～ 

 

 

（参考） 

● こどもが心身ともに健やかに成長し、自らの可能性を信じてチャレンジ・自己表現できるまち

（未来ビジョン２０３５） 

●「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、ともに未来を創る人づくり（教育基本計画） 

 

(2) 基本方針 

１ こどもたちのニーズに応じた、主体的な選択を応援します。 

　・こどもたちのニーズは多様であり、これまでの学校部活動の範囲にとらわれない

活動の導入を検討します。 

　・誰もが主体的に選択することができる仕組みをつくります。 

　・専門的な指導や、安全安心な指導を受けることができる人材の確保に努めます。 

 

２ 地域の資源を最大限に生かし、多世代とのつながりをつくります。 

　 ・各地域の人材や組織の状況に応じて、こどもの「やってみたい」に応える環境づ

くりを進めます。 

　 ・学校を超えた仲間や多様な世代との交流を取り入れます。 

　  

３ 持続可能な活動となる体制を構築します。 

　(1)　学校における働き方改革を推進します。 

・教員のこどもに向き合える時間を確保します 

 

　(2)　関わるすべての人のウェルビーイングの向上を目指します。 

　 ・スポーツ・文化芸術活動等による絆の強い地域をつくります。 

　 ・スポーツ・文化芸術活動によって地域の好循環を創造します。 

 



 

４　部活動の展開スケジュール 

　(1) 休日：まずは、土日及び祝日（長期休業等除く。）について、令和１０年度末を目処

に地域展開を進めます。 

　　　ア　中学３年生：各種大会終了により中学部活動引退 

　　　イ　その他学年：年度内に種目毎に緩やかに進めます。 

 

(2) 平日：地域クラブの認定状況や国の中間評価を勘案しながら、令和１３年度末を目

処に地域展開の準備を進めます。 

　ア　指導（（ｱ）～（ｳ)のいずれかの方法を検討し準備を進めます。） 

　　(ｱ) 時間短縮等して教員が指導する。 

　　(ｲ) 部活動指導員を積極的に配置する。 

　　(ｳ) 社会教育（体育）団体にお任せする。 

イ　時間等（（ｱ）～（ｲ)のいずれかの方法で段階的に準備を進めます。） 

(ｱ) 平日を週４日間の活動とし、完全下校時間を段階的に前倒しする。 

　　　　　 ・ 第１段階　午後５時３０分完全下校 

　　　　　 ・ 最終段階　午後５時完全下校 

        (ｲ) 平日を週３日間の活動とし、活動時間２時間程度とする。 

 

５　活動場所 

　　まずは、生徒の生活圏域にある市立中学校、そして小学校での活動を検討します。 

　　その他、市民センター、社会体育施設、スポーツ施設、文化ホール、集会所、県立高

等学校（学校開放事業）などの公共施設や民間施設等の利用を検討し調整します。 

 

６　地域展開の形 

(1) 学校部活動の地域クラブ化（地域連携型） 

　　　既存の学校部活動を、地域の指導者や見守りのもとで実施し、近隣地域の中学生も

参加できる形を工夫します。 

近隣の学校で同種目を集約する「拠点校方式」や「合同部活動方式」も参加生徒数

の実情に併せて検討します。 

 

(2) 既存の地域クラブ（地域展開（移行）型） 

　　　市内で活動するスポーツや芸術文化の活動をしている団体や、総合型地域スポーツ

クラブ、市民センターの自主活動グループ等に生徒が一緒に活動できる形を依頼しま

す。 

(3) 新規の地域クラブ（地域展開（設立）型） 

　　　地域展開を機に従来学校の部活動になかった種目の地域クラブの形を創出します。 


